
1.交付規程

2.費用対効果

3.交付申請時の提出書類

4.完了報告時の提出書類

＊令和６年度の書式を一部変更しています。必ず全浄連WEBサイトの特設サイトよりダウンロードして
ご使用ください。

令和５年度 令和６年度
・様式第14　事業報告書の提出にかかる同意書
事業報告書にかかる担当者、その連絡先
→施工業者等でも可

・様式第14　事業報告書の提出にかかる同意書
事業報告書にかかる担当者、その連絡先
→補助事業者内の者であること

・別紙1
5.その他各事項
「過年度補助事業の実績有無」
本年度補助事業にかかる浄化槽について記載

・別紙1
5.その他各事項
「過年度補助事業の実績有無」
本年度補助事業にかかる浄化槽について
＋過去に補助事業の実績がある場合について記載

(3)事業を申請する場合の追加必要書類
・再エネ設備導入による二酸化炭素削減効果の計算に
かかる資料
・工事実施にあたって必要な資格、許認可等を示す資
料

(3)事業を申請する場合の追加必要書類
・再エネ設備導入による二酸化炭素削減効果の計算に
かかる資料
・再エネ設備の製品仕様書
・再エネ設備配置図
・工事実施にあたって必要な資格、許認可等を示す
資料

（1）事業における目標額：8万円/t-CO2 （1）事業における目標額：7万円/t-CO2

令和５年度 令和６年度

第８条
五　補助事業が予定の期間内に完了しないと見込ま
れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に
は、速やかに様式第７による遅延報告書を全浄連に
提出して、その指示を受けなければならない。ただ
し、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の
属する年度の１月３１日を超えない場合で、かつ、
当初の完了予定期日後２ヶ月以内である場合はこの
限りでない。

第８条
五　補助事業が予定の期間内に完了しないと見込ま
れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に
は、速やかに様式第７による遅延報告書を全浄連に
提出して、その指示を受けなければならない。ただ
し、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の
属する年度の１月３１日を超えない場合で、かつ、
当初の完了予定期日後２ヶ月以内である場合はこの
限りでない。また、公共事業において当該年度の１
月３１日までに検収が完了し、その後速やかに完了
実績報告及び支払い手続きが行われる場合には、遅
延報告書の提出は不要とする。
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令和５年度事業との新旧対照表（主要箇所）

令和５年度 令和６年度

第１６条　補助事業者は、補助事業の完了の日の属
する年度の終了後３年間の期間について、年度毎に
年度の終了後３０日以内に当該補助事業による過去
１年間（初年度は、補助事業を完了した日から補助
事業の完了の日の属する３月末までの期間を含
む。）の二酸化炭素削減効果等について、事業報告
書を大臣に提出しなければならない。

第１６条　補助事業者は、補助事業の完了の日の属
する年度の終了後３年間の期間について、年度毎に
年度の終了後３０日以内に当該補助事業による過去
１年間（初年度は、補助事業を完了した日から補助
事業の完了の日の属する３月末までの期間を含
む。）の二酸化炭素削減効果等について、事業報告
書を大臣に提出しなければならない。なお、事業報
告書の提出方法については環境省の定めるところに
よる。


